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速度取締り指針の策定、公表について（通達）

「交通事故抑止に資する交通指導取締り管理について（通達）」（令和元年12月19日付

け佐本交指発第336号ほか、以下「取締り管理通達」という。）において、各警察署にお

ける速度取締り管理の考え方を交通事故分析結果等を踏まえて具体的な指針（以下「速

度取締り指針」という。）として策定し、県民への情報発信を行うこととしているとこ

ろであるが、速度取締り指針の策定及び公表の要領等については下記のとおりであるの

で、事務処理上誤りのないようにされたい。

記

１ 速度取締り指針の意義等

速度取締り指針は、各警察署が管内における交通事故実態等の分析結果を踏まえ、

重点的に速度取締りを行う路線、時間帯等を明らかにするものであり、取締り管理通

達で示達された交通事故実態等の分析に基づき、交通事故抑止の効果を最大限に発揮

するための取締り方針を策定し、実行した上で検証し、その検証結果を次回方針に反

映させていく、いわゆるＰＤＣＡサイクルによる取締り管理のうち、速度取締りに関

して、その方針、背景事情等を対外的に説明、公表するものである。したがって、速

度取締り指針の策定、公表に当たっては、本通達のほか、取締り管理通達の内容も踏

まえて対応すること。

２ 速度取締り指針の策定、公表

(1) 策定の主体

速度取締り指針は、警察署ごとに策定するものとする。

(2) 速度取締り指針の策定時期

速度取締り指針は、取締り管理通達に基づく管理簿の速度取締りに関する記載事

項を踏まえたものとなることから、６か月のＰＤＣＡサイクルの始期に合わせて毎
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年１月と７月に策定すること。

(3) 警察署協議会における説明、意見聴取等

各警察署で策定した速度取締り指針は、その内容について警察署協議会で説明す

るとともに、意見聴取等を踏まえて修正を行うこと。

(4) 速度取締り指針の公表

速度取締り指針は、警察署協議会における議事内容も含め、速やかにホームペー

ジ等で公表するとともに、交通安全講話の機会や報道機関等に対する広報など、様

々な手段、方法により情報発信すること。

また、交通指導課にあっては、警察署が策定した速度取締り指針を集約し、ホー

ムページ等で公表するなど、速度取締り指針が広く県民に周知されるよう努めるこ

ととする。

３ 速度取締り指針の記載事項、及び公表等に係る留意事項

(1) 速度取締りの重点

各警察署において、重点的に速度取締りを実施すべき路線、時間帯（以下「重点

路線等」という。）を選定して記載すること。重点路線等は、当該路線の一定の区

間を選定することとし、個別の取締場所、時間を絞り込むことまでは必要としない。

(2) 交通事故実態等の分析結果

速度に起因する交通死亡事故、重傷事故等の発生状況に加え、道路交通環境、速

度違反の取締り状況、地域住民等からの要望も踏まえ、管内の交通実態等の分析結

果について記載すること。分析結果については、重点路線等を選定することとなっ

た重要な資料であることから、(1)の重点との整合性に留意すること。

(3) 重点路線等以外における速度取締りの実施に関する記載

速度取締りは、主として速度取締り指針で定められた重点路線等において実施す

ることとするが、当該重点路線等においてのみ取締りが実施されるとの誤解を生じ

させないようにするため、速度取締りが重点路線等以外でも行われるものであるこ

とについて速度取締り指針に明記すること。

(4) 速度取締り以外の取締り及び警戒活動等に関する記載

交通事故実態等の分析結果を踏まえ、必要に応じ、交差点関連違反等速度違反以

外の違反に対する取締り、取締り場所の確保が困難な場合の赤色灯を点灯させた白

バイやパトカーによるレッドランプ警戒活動等の方針についても記載すること。

(5) 悪質性・危険性の高い交通違反等への取組の成果に関する記載

「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する提言」（平成25年

12月26日交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会）にお

いて、速度違反に限らず、警察による悪質性・危険性の高い交通違反、暴走族への
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重点的な取組について対外的に公表することで、取締り全般の必要性や効果につい

て国民の理解を深める一助とすることが重要である旨が指摘されている。

よって、速度取締り指針の策定等に当たっては、必要に応じ、速度違反に限らず

悪質性・危険性の高い交通違反等に対する取締りの成果について記載し、警察によ

る交通指導取締りに対する必要性や効果について県民の理解を深めるよう努めるこ

と。

４ 速度取締り指針の様式等

速度取締り指針の様式については、特に定めないが、速度取締り指針の目的は、各

警察署が行う速度取締りの必要性について県民の理解を求めることであることから、

一般文書形式ではなくグラフや地図等を活用した分かりやすいものとなるよう各警察

署で創意工夫を凝らして作成すること。


